
由利本荘市働きやすいまちづくり支援事業費補助金交付要綱 

 

令和８年３月２７日 

                     

（趣旨） 

第１条 この要綱は、産業の振興による地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを目的と

して、市内の事業者に対し、人材確保や職場環境改善にかかる経費の一部を補助すること

について、由利本荘市補助金等の適正に関する条例（平成１７年由利本荘市条例第５３

号。以下「条例」という。）、由利本荘市財務規則（平成１７年由利本荘市規則第４０号）

及び由利本荘市補助金等の適正に関する条例施行規則（平成１７年由利本荘市規則第４１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 （１）学生 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学院（専門職大学院を含

む。）、大学（専門職大学を含む。）、短期大学（専門職短期大学を含む。）、高等専門学校

又は専修学校に在籍する者をいう。 

 （２）市内事業者 市内に本社を置く中小企業等又は市内で事業を営む市民で、雇用保険

法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業（風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定す

る風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する特定

遊興飲食店営業及び同条第１３項に規定する接客業務受託営業を除く。）を行うものを

いう。 

 （３）インターンシップ 原則として、実施期間が連続する２日以上の就業体験をいう。

ただし、事業所等の休日その他のやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 この要綱による補助金を受けることができる者は、次の各号に定める要件をみたす

者とする。 

（１）市内事業者であること。 



（２）由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例（平成２５年由利本荘市条例第

８号）第２条及び第４条並びに由利本荘市納税等に係る公平性の確保の特例に関する

規則第２条及び第４条の規定による制限措置に該当しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及び、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有す

る法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人でないこと。 

 

  （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げるもの

とする。 

（１）人材確保支援 

  ア 次に定める要件のいずれにも該当するインターンシップ事業 

    ①市内の事業所等で実施するインターンシップであること。 

    ②事業実施時において、事業者と学生に雇用関係がないこと。 

    ③採用選考活動とは直接関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたも

のであること。 

   イ 自社のＰＲ動画等、人材確保に資する動画の制作に関する事業 

   ウ 市外在住者向けに開催される企業説明会（以下「説明会」という。）への参加に関

する事業 

（２）職場環境改善支援 

  ア 女性や障がい者が参入しやすい職場環境整備事業 

  イ 多様な働き方の採用に関する事業 

  ウ 従業員のメンタルヘルス対策事業 

  エ 業務効率化ツールの導入に関する事業 

 

 （補助対象経費および交付額） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助上

限額は別表のとおりとする。 

２ 補助対象経費には、消費税および地方消費税の額を含まないものとする。 

３ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 市長は、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 

 



（補助対象期間） 

第６条 この事業の補助金の交付対象期間は、令和９年３月３１日までとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金交付の申請、決定、報告等の手続きについては、条例及び規則に定めるとこ

ろによるほか、補助金の交付を受けようとする事業者（以下「補助事業者」という。）

は、事業を開始する１０日前までに、次の書類を提出しなければならない。 

（１）交付申請書（様式第１号） 

（２）事業実施計画書（様式第１号別紙）又は準ずると認められる計画書 

（３）補助対象経費の見積書の写し 

（４）貸借対照表及び損益計算書（個人にあっては確定申告書及び収支決算書）の写し 

（５）由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例施行規則第３条第２項で定める

納税等状況調査同意書及び由利本荘市納税等に係る公平性の確保の特例に関する規則

第８条第２項で定める特例措置に係る市税等の納税等状況調査同意書 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請は、第４条に定める各事業につき年度内１回とし、別表に定める補

助上限額の範囲内で申請可能とする。 

３ 事業者は、交付決定された補助金の額のうち、補助金の交付申請時に別表に定める学

生支援費として申請した額以上の額を学生に支払わなければならないものとする。 

 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者は、事業が終了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交

付決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、条例及び

規則に定めるもののほか、次の書類を市長に提出しなければならない。 

 （１）実績報告書（様式第２号） 

（２）請求書や契約書の写し  

  （３）補助対象経費の領収書又は振り込み払いを確認できる書類の写し 

 （４）事業の実施や完了したことが確認できる写真 

（５）インターンシップを実施した場合、補助事業者から学生への支給が確認できる書類

の写し 

（６）動画制作を実施した場合、完成した動画 

（７）その他市長が必要と認める書類 



（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、条例に定めるほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助対象期間内に補助対象事業を完了しなかったとき。 

（２）補助対象事業を完了した日から１年以内に廃業又は市外へ移転したとき。 

（３）補助事業者が補助対象事業を完了した日から１年以内に市外へ転出したとき。 

（４）その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

 

（財産の処分の制限） 

第 10 条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産又は効用の増加した財産につい

て、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、当該取得財産の耐用年数を

経過しているときは、この限りでない。 

２ 市長は、補助事業者が当該取得財産を処分することにより収入がある又は見込まれる場

合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。 

 

（帳簿及び関係書類の整理・保管） 

第 11 条 補助事業者は、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、

これらの帳簿及び書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間保管する

ものとする。 

 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

支援名 補助対象経費 補助率 補助上限額 

 

人材確保

支援 

 

ア インターンシップ事業にかかる経費 

①学生支援費（学生がインターンシップに参

加するために必要な交通費、宿泊費及び保

険料等） 

②事業者準備費（事業者が学生への円滑なイ

ンターンシップを実施するために要する謝

金、借上料、消耗品費、外注費、印刷製本

費及び保険料等） 

③インターンシップ運営委託（インターンシ

ッププログラムの作成支援や当該プログラ

ムの効果的な運営支援にかかる委託料） 

 

イ 人材確保に資する動画の制作にかかる委託料 

 

ウ 説明会への参加にかかる経費（参加手数料

（オンライン参加含む）、県外で開催される説

明会に参加する場合の交通費及び宿泊費等） 

 

 

補助対象

経費の２

分の１以

内の額 

 

１５万円以内 

※①学生支援費

の１人あたりの

上限額は次のと

おり 

(ｱ)県外に住所

を有する学生 

２万円 

(ｲ)由利本荘市

以外の県内に住

所を有する学生 

１万円 

(ｳ)由利本荘市

に住所を有する

学生 ４千円 

 

職場環境

改善支援 

 

ア 女性や障がい者が参入しやすい職場環境整備

にかかる経費（建物改修費、設備導入費等） 

 

イ 多様な働き方の採用にかかる経費（仕組みづ

くりのための委託料、設備導入費等） 

 

ウ 従業員のメンタルヘルス対策にかかる経費

（外部アドバイザーの委託料等） 

 

エ 業務効率化ツールの導入にかかる経費（ソフ

トウェアやクラウドサービスの料金、設備導

入費等） 

 

 

補助対象

経費の３

分の１以

内の額 

 

５０万円以内 

 


